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２０１１年１０月 

厚生労働省との懇談                                （ 敬称・略 ） 

 
日 時    ２０１１年 １０月７日（金） １５：３０～１７：００ 
場 所    厚生労働省 １階 共用第２会議室 （ 中央合同庁舎５号館１階 ） 
参加者    老健局 介護保険計画課 菅原係員  ／ 老健局 高齢者支援課 藤原係員 吉川係員 

      老健局 振興課     和井田係員 ／ 老健局 老人保健課  円谷係長 大島係員 
２１・老福連 幹事会  小野・介山・坂口・西岡・福澤・正森 （ 上杉代行 ）細貝 

 
 
＊ 概要 ＊  ≪ 懇談事項 ≫  
 
２０１１年・夏以降、当会が実施している要求署名「安心の介護と職員の待遇改善を実現するために 介護保険制

度の抜本的改善を求める要望書」に基づき、以下のような概要で厚生労働省と懇談をおこなった。 
懇談・要請の基本的内容については、東日本大震災を受けて被災地においての概況・状況（高齢者福祉）を冒頭

に説明し、以後は署名項目と医行為に関する議題等で陳情をおこなった。 
 

 
 懇談内容     （ ◆：厚生労働省からの発言  ◇：老福連からの発言 ）  ※ 概要  
 

 
□司会：今日はお忙しい中時間を取っていただきまし

てありがとうございます。私ども２１・老福連は、

老人福祉施設・社会福祉法人を中心とした全国にあ

る施設の当事者団体です。今日は要求署名に基づく

要望の趣旨説明をおこなわせていただきたいと思

います。それでは、簡単にではありますが、参加者

の自己紹介をさせていただきたいと思います。

（ ※途中略 ） 
本日お持ちした資料の中に、いま私どもがおこなっ

ている署名用紙が入っているかと思いますが、この

署名項目の１～６までを補完するものとしてリー

フレットも持参しております。併せてご覧いただけ

ればと思います。 
まずは、本署名の鑑文にも記載しているとおり、３

月に起きた東日本大震災にかかわる点でまずは発

言させていただき、順に要望項目に沿ってご説明し

たいと思います。 
 
◇：今日は震災のことについて４つの点からお話をし

たいのですが、まずは福祉避難所のことからはじめ

ます。私どもの施設は仙台市の宮城野区にあり、海

岸から５.６キロのところに位置しています。 
施設には福田町地域包括支援センターが設置され

ているのですが、担当圏域の中には津波で被災した

岡田や蒲生といったエリアも含まれており、壊滅的

な被害が生じています。元々このエリアからもデイ

サービスやショートステイをご利用いただいてい

る高齢者がいらっしゃいましたので、震災が起きた

日も、帰る家が失くなった方やご家族に連絡がつか

なかった方などを私どもの施設にお泊まりいただ

きました。その後、電気と水道が復旧したあとのこ

とですが、宮城県と仙台市に連絡をとりまして「福

祉避難所を開設したい」と申し出をおこない、行政

からは「被災地に一番近い施設なので大変ありがた

い」といわれ、開設の運びとなった経緯があります。 
すでに１１日の時点で厚労省から災害救助法での

福祉避難所開設という通達がなされ、最終的には介

護保険での対応ということで緊急ショートステイ

の扱いになったかと思いますが、私どももそうした

対応で実施しました。しかし、たとえば限度額を超

えて利用された方や、食費や居住費の問題、そして

認定を受けていない方の扱いに非常には苦慮する

ことになりました。私どもの福祉避難所は３月１９

日から５月３１日までの期間で開設をしましたが、

その間３０名の高齢者とご家族４名、合計３４名が

避難所におられました。その中でも認定を受けてい

ない方は５名おられ、認知症と思われる方でも認定

を受けていない方もいらっしゃいました。ご存知の

通り、介護保険はケアプランを立ててはじめてサー

ビス利用となる制度ですので、こうした場合に「ケ

アプランをどうするのか」といったことで現場は非

常に混乱しておりました。 
また認定がおりても要支援は限度額が非常に低額

ですし、費用負担の問題にしても、仙台市は遡って



 2

全額支払いをしてくれましたが、他の市町村では自

己負担が発生したところもあると聞いています。被

災した高齢者に自己負担を強いることは、こうした

災害時には惨いことではないでしょうか。 
今後こうした災害が起きたときに、どのように介護

保険を適用していくのか、また、保険者は自治体で

すから居住エリアによってこうした格差が生じる

こと自体をどう考えるのか？これらの点を検討い

ただきたいと思います。 
 
２点目ですが、福島・岩手・宮城の高齢者施設関係

の被害状況がまだすべて明らかになっておらず、も

しこの点について厚労省が情報をお持ちであれば

教えていただきたいのですが、宮城県は３８施設が

全壊・半壊でした。亡くなった方が入所者３０１名、

職員が９９名、あわせて４００名がなくなっていま

す。もちろんこの数字には在宅系の中小の事業所な

どは含まれておりませんので実数としてはもっと

大きなものになるかとは思いますが、施設関係では

そういう状況だと把握しています。そういった施設

にまつわる意味での復旧・復興はなかなか大変で、

実際に廃業する事業所もあると聞いています。私ど

ものデイ（認知症）でも５名が「在宅では介護を続

けることができない」ということで施設に移られま

した。震災を境にして家庭での対応をあきらめたと

いう方も増えており、施設自体の数が非常に不足し

ています。 
震災前は宮城県全体で１万２千人、仙台市だけで３

３００人の待機者がいたのですが、今はもっと増え

ていると思います。施設整備自体も急がれています

が、被災したところが海岸に位置しており場所を移

らざるを得ない問題、そしてその際の土地代の問題。

加えてこれまで持っていた負債の問題。そうしたこ

とについても厚労省としてお力を貸していただけ

るとありがたいと思っています。 
 
もう一点、職員配置基準についてです。午後２時４

６分に地震が発生し、津波が到達した時間帯はそれ

ぞれ地域によっても異なるでしょうが、これが夜で

あればもっと被害は大きかったといわれています。

夜間帯はどうしても職員体制が少なくなります。３

対１基準がありますが、夜間帯であれば２４人に対

して１人となっているので、そういった意味でこの

問題をどう考えていくのか。実際に、この震災で津

波が来たときに高齢者の車いすを押して避難して

いた職員は、お年寄りから「あなただけでも先に逃

げなさい！」と言ってもらったにもかかわらず、

「私はそういうことはできません」と言って、波に

飲まれてしまった職員もいたと聞いており、こうし

た事実に私たち胸を痛くしています。もちろん近

隣・地域の方から応援をもらうなどの方法はあるか

と思いますが、この件についても検討をお願いした

いと思います。 
 
続いて仮設住宅の問題です。高齢者が仮設に入居と

なりましたので、私どもの施設でも週に一回茶話会

を開いて、雑談をして介護予防の取り組みをしてい

ます。その中で出されている意見は、「現金収入を

立たれているから年金だけに頼る生活になってい

る」ということが多く言われていました。たとえば、

夏場であれば節約をしてシャワーだけにする。もう

少し暑くなる前であれば２日に一度だけのシャワ

ーにするなどして高熱水費を節約しているのです。

これからの時期は東北では寒くなっていくので、入

浴の際には湯船にお湯をはってゆっくりと温まっ

てもらいたいと思うのですが、そうした現状に、た

とえば消費税を上げる、復興財源として別に税を取

るとなると、もっと節約を強いられるのではないか

と思うのです。ですので、消費税を上げたり、復興

財源を税でおこなうということついては絶対に止

めていただきたいと思っています。以上、4 つのこ

とについてお願いいたします。 
 
◆：介護保険料や利用料については、市町村の判断に

よって基準を満たす方であれば、免除・減免をする

という国庫補助をおこなっています。先ほど県内で

差があるといっておられましたが、国としては基準

のみをたせば、被災にあった方、住宅で被害があっ

た方については、国庫補助を市町村に申請してもら

うようにしています。その場面で市町村に何があっ

たかはわかりませんが、利用者には自己負担となら

ないよう措置はしています。 
 
◇：確かに全壊・半壊についてはそうした措置をして

くださっていることは知っていますが、一部損壊、

たとえば津波が床上でも一部損壊とされ、半壊にな

らない方がいて、その辺の差は微妙です。 
 
◆：そのあたりは確かに判断が難しいところだと思い

ます。全部を国でみるというのも大変と言いますか

難しいことですので、ある程度の線引きはさせても

らっているところです。 
 
◇：災害救助法の適用についてですが、実際には災害

救助法の適用ではなく、介護保険を適用しなさいと

いう県からの指導・見解があったということですが、

その辺りのことについてはいかがでしょうか？ 
 
◆：特措法を立て、特定被災区域については国から国

庫補助がでるような措置を取っておこないました
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が、そういう話ではなくてでしょうか？ 
国としては、介護保険については、保険料や利用者

の食費・居住費は基準を出して、被害があった方に

は、たとえば原発で被害を受けたエリアも同様に減

免措置をしているところです。 
 
◇：災害救助法が適用になった場合と介護保険でおこ

なった場合と、私どもも試算をおこないましたが、

施設側としては結果的に介護保険の方でよかった

のだと思っていますが、基準などの単価が低いので

はないでしょうか。１０人に対して生活相談員が１

名、そういった基準になっています。本当に必要な

日常生活費や食費の単価そのものは、あの文面だけ

では低いのでないかと思っています。国が言ってい

るところの適用と言う条件に満たない方が要介護

者の中にはいらして、それに対してどう考えている

のかということをお聞かせいただきたいと思いま

す。そして、各自治体での対応が異なるという事実

があることを厚労省としてご認識いただければあ

りがたいです。 
 
◆：仕組みとしては介護保険法で、市町村の判断によ

って、震災等の被害にあった方は１割負担を減免で

きるという規定があり、今回は立法措置で、減免さ

れて基準を満たしている方であれば国からの補助

が出るという内容となっています。極端にいえば市

町村の判断に任せるという内容になっているため、

そこで少し対応の差が出ているのかというように

も思いますが。 
 
◇：被害状況が広域なため自治体によって差が生じて

いるということでしょうか？国からは市町村に対

して、具体的にどういう運用・対処・対応をしてい

るのかという集約や調査はなさっているのでしょ

うか。 
 
◆：基準を出していますから解釈については聞かれま

すので、その返答はしています。 
 
◇：被災地もかなり混乱していますし、それは被災地

の行政でも同様でしょうから、被災した立場から言

わせていただくと、現状としてはそのようにうまく

いっているとは思えません。ぜひ現場の最前の部分

をみていただければと思います。 
 
◇：未曾有の震災で混乱しているところですから、ぜ

ひ国も保険者や自治体の判断ということで任せる

のではなく、バックアップをしていただきたいと思

います。最終的に弱い立場に立たされている高齢者

に皺寄せが行くと思いますし、事業者も困難なとこ

に輪をかけて困難になっていると思いますので、ぜ

ひその辺りのことを国として把握をしていただき

たいと思います。 
 
◇：2 つ目に発言した、被害施設の復興のための支援

についてはいかがでしょうか？ 
 
◆：高齢者支援課で災害復旧については対応をしてい

ますが、本日は担当者が同じ時間に陳情が入ってお

りまして、今日は私が代理で来ております。本日細

かい内容をすぐに返答することはできませんが、後

日でよろしければ資料等お渡しすることはできる

と思います。 
 
◇：職員配置については、私どもの署名項目の５番目

にもありますが、人員配置を増やす必要性があると

いう部分についてはいかがですか？ 
 
◆：被災した際には夜勤の場合であれば人員が足りな

い、こうした災害が起きた場合、職員配置が今の基

準のままであれば被害が今よりもひどくなる可能

性が大きいことはこちらも認識していますが、人員

配置につきましては、配置することによって費用を

どうするのかといった問題もありますし、実際、災

害に対して対応できるほどの人員を通常時から置

くという意味では、現段階ではなかなか難しいので

はないかと思います。基準を増やしてとなるといろ

いろと問題があるかと思いますので、慎重に検討す

る必要があるかと思います。ですので、現段階では、

災害時に限らず介護職員の配置基準引き上げにつ

いては、引き上げをするということははっきりとは

言えないような状況です。お聞きした状況について

は意見として受けさせていただきます。 
 
◇：せめて夜間帯、もう少し人員を増やして二人体制

にできないかということについてはぜひとも検討

をお願いしたいと思います。 
 
◇：ご存知の通り小規模の事業所も増えておりまして、

グループホームでも大きな火事が起きた際などは、

「もう少し早く避難できたのではないか」という指

摘もありました。しかし、ワンフロアに一人での夜

勤体制と言うことの危険性をあらためて考えてい

ただいて、せめてもう一人の配置をお考えいただけ

ればと思います。 
 
□司会：続きまして、被災地からの4点目の発言に消

費税の話が出てきましたが、これは介護保険制度で

も同じことが言えると思うのですが、社会福祉・社

会保障などの機能を発揮させる上では消費税では
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逆進性も強く、被災者にとっても減免することがで

きず負担として重く圧し掛かってくるような中身

ではないかと思うのです。その辺りについてのお考

えをお聞かせいただければと思います。 
 
◆：社会保障と税の一体改革という成案が出されたの

ですが、その中では「国民が広く受益する社会保障

の費用は、あらゆる世代が公平に分かち合うという

観点から、社会保障給付に要する公費負担は消費税

収入から出してもらう」ということになるのかと思

うのですが、ただ逆進性という面もありますので、

低所得者の方には配慮にはなっていないという面

はあると思います。 
消費税についてはもちろん社会保障だけではなく、

あらゆることに使うお金になると思いますので、震

災や復興があったことで、当然お金が足りないとい

うことがあります。どこからそのお金を出すのかと

いう問題については、財源を捻り出すための施策を

進めてはいるのですが、消費税からも足してもらう

という側面もあるのかと考えています。 
 
◇：税の中にはいろんな税金があるのですが、その中

でも消費税にするというのが相応しくないのでは

ないかと思っているのですが、この点についてはど

うでしょうか？ 
 
◆：これについては厚生労働省が独自に「これでいこ

う」という判断を下したわけではありませんが、社

会保障については広く受けるものとなりますので、

消費税には逆進性といった面はありますが、国民の

みなさまに平等に負担していただいているもので

すから、そういった意味合いからなのかと思ってい

ます。 
 
◇：公平・平等を優先して、それによって格差が広が

ったり、所得の再分配機能が弱まったりするという

ことについては止むを得ないということなのでし

ょうか？ 
 
◆：低所得者対策はまた別にする必要はあると思って

いますが、実際、具体的に消費税をあげた際にこの

ような低所得対策があるということについては現

時点ではわかりません。しかし、消費税から財源を

見込むといった観点は先ほど申し上げた点からだ

と思います。 
この問題については厚労省だけの話ではなく、総務

省や財務省なども絡んでくる話ですので・・・。 
 
◇：厚労省だからこそ、そういう方法はやめてもらえ

ないかという意見を各省にも出していただきたい

と思うのですが。 
 
◆：その辺りにつきまして、正直、厚労省がどういう

意見を出したかついて、私は把握をしていなかった

のですが、そういう議論はされているのだと思うの

です。その議論を踏まえた結果として出たことでは

ないかと思うのですが…。 
 
 
◇：それでは時間もあまりありませんので、署名項目

の説明に入っていきたいと思います。 
まず1番からですが、軽度者の方の予防給付や生活

援助などの部分を総合事業に割り振りをするとい

うことになった件についてです。この中では地域支

援事業の中に位置づけるということですが、地域支

援事業の財源は介護保険給付の３％が上限という

縛りがありますし、実際にはその数字では不可能で

はないかと言う不安と混乱もすでに現場からはあ

がっています。 
 
◇：厚労省は昔の厚生省の時代からずっと在宅と言う

ことに重点が置かれていて、そして医療の問題がい

つも背景にはあったように思うのですが、今回の介

護保険制度の改定でも医療との関係が強く出てい

るように思います。 
今度の改定では、介護予防・日常生活支援総合事業

が創設されることになっていますが、これは保険者

の選択で、介護予防でおこなうのか、それとも新し

い事業でおこなうのか、いま事務局長がいわれた地

域支援事業でいえば、この辺りの３％がどうなって

いくのかという問題もあると思いますし、本当に介

護給付の中でやれるのかということも疑問に感じ

ています。 
また、医療的な看護や医療に重きが置かれていて、

生活と言うことが自己責任のように扱われている

ようにも感じています。実際には在宅では生活自体

をしっかり支えることで、継続ができるという部分

も多くありますので、ここのところにこそ費用をき

っちりかけると在宅生活の継続が可能になるので

はないでしょうか。 
また、介護保険サービスの適用を除外していくよう

な方向も審議会の議論として出されていて、自助・

互助・共助を駆使して、地域のボランティアなどを

活用・展開することも言われていますが、本当にそ

れである一定の質が担保できるのかどうか、かえっ

て将来的には問題が複雑になっていくのではない

かという危惧もいだいています。 
特にそういう層の方たちは、給付を見てもそうです

が、生活ニーズの高い人たちの割合が多く、これが

高齢化とともに増えてくるわけですから、その辺り
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の部分が介護保険ではできないのであれば、老人福

祉法の事業でしっかりとやっていかなければ、非常

に落ちこぼれていく部分が増えてしまうのではな

いかと思います。 
特にたまゆらの問題も一つのきっかけではありま

すが、あまり所得の高くない、年金の給付の高くな

い層、特にこれからは女性の高齢者も増えていくわ

けですから、その方たちの年金給付は国民基礎年金

のレベルで満額に給付されても７万にもならない

金額です。生活保護で補っていくということでも対

応しきれない部分もあるでしょうし、この辺りの議

論が聞こえてきませんので、老人福祉法の適用と言

う問題はもっと柔軟におこなっていく必要がある

のではないでしょうか？ 
 
◇：補足として、長野県の飯田市や松本市の状況をお

伝えしておきたいと思います。２２年度の話ですが、

飯田市で「地域支援事業であとどのくらい使えます

か？」と聞きましたら、「１億４千万くらい」との

回答で、現在１．４％くらいを使っている状況です。

松本の場合にはすでに２．３％くらいを使っており、

もう残り僅かしかないという話でした。２つの自治

体をみても、あと僅かしかないわけです。 
飯田市の場合でも、私どもも具体的に試算をしてみ

ましたが１億４千万では何か事業ができるという

状況ではないのです。そうしてみると、基本的な考

えとして、介護度３・４・５にシフト化して、「あ

とはもうしょうがないね」と言っているような意味

にしか取れないのです。それ以外は財源もなく、選

択の余地もない。立場上なかなか言いにくいとは思

いますが、その点について少し考えをお聞かせいた

だければと思います。 
 
◆：（※冒頭の返答は聞き取れず）日常生活総合支援事

業については、もちろん市町村の選択にはよります

が、予防と非該当を行き来している高齢者が多く、

今のままの制度であれば非該当になれば抜け落ち

てしまうという面もありましたので、あらたな事業

で地域包括支援センターが望ましいサービスを判

断し、使いやすいサービスにしようということで考

案されたものですので、決して中重度の方ばかりに

重きを置いてつくられたわけではないと思うので

す。 
それと３％の上限と言うことについては、直接この

部分の担当がここのはいないものですから正確な

ことはお伝えできないのですが、上限に達している

ところは少ないと聞いていますので、上限の金額ま

で使えばおこなえるのではないかということも含

めて、やれる・やれないということを併せて検討を

しているところです。現状としては上限に達してい

るところの数は少ないと認識をしております。 
 
◇：ということは、３％に達していないところが多い

ので、残りの中で厚労省は何かサービスができると

いう考え方なのでしょうか？ 
 
◆：いえ、そういう意味ではないのですが。 
 
◇：先ほど説明したのは、３％に達していないけれど

も、その余力はほとんどないに等しいということが

趣旨で、今後予防給付が増えてくることが予想され

る中で、果たしてこの上限でできるのかどうかとい

う意味だったのですが、これについてはいかがです

か？ 
 
◆：現状としてそうなっているということしか把握は

していないのですが。 
 
◇：この３％の中には地域包括支援センターの運営費

も入っていますよね。今後、この地域包括ケアシス

テムを大きく動かして、２０２５年までには報告書

にあるような中身を、厚労省としては達成しようと

していると思うのですが、自治体をみても「地域包

括支援センターを中学校区に一つ」という整備はま

だ進んでいないですよね。本当に地域包括ケアシス

テムを推進しようとしているのであれば、地域包括

支援センターの整備もそれぞれの自治体が強力に

進めていかなければならないでしょうし、そうする

と、そういった費用も含めて、さらに、予防の人た

ちも入れて地域支援事業をおこなおうとするのは

相当難しいことではないでしょうか。当然そこには

介護保険領域で考えている以外の生活領域・福祉領

域の問題もあるかと思いますので、介護保険一本で

やっていこうとすることが土台難しいのではない

かと思うのですが。 
また、東京の自治体の人たちと話をしていても、こ

の３％の地域支援事業については大変使いづらい

という話をよく聞きますし、本当にこのシステムを

推進するのであれば、そもそもここを見直すことが

必要なのではないでしょうか。やはり老人福祉法と

いう制度があるわけですから、これをもっとうまく

活用することもお考えいただいたらどうかと思う

のです。そうでなければ、一体何の根拠で地域包括

支援センターの三職種が動くかというところの根

拠自体もなくなってしまうのではないか、動きづら

くなってしまうのではないかとも思うのです。 
また、実態として福祉事務所機能はなくなっていま

すから、老人福祉法の措置的なものが施設入所のと

ころしか、たとえば路上生活者の措置くらいしか残

っておりませんし、生活全体を見るような機能はほ
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ぼないと思うのです。この問題は今後ますます深刻

になっていくと思うのですが、その辺りを厚労省と

してどう実態を掴んでいるのか、どのようにお考え

なのかということが非常に気になっています。 
 
 
□司会：それでは予定の時間よりも大分過ぎておりま

すので、署名項目の5番に移っていきたいと思いま

す。介護職員処遇改善交付金が創設されて現場では

幾分改善されたといわれておりますが、まだまだ民

主党が掲げていた４万円には達しておりませんし、

私たちの業界の職員さんたちの労働条件は依然厳

しい状況にあります。良心的な職員さんの中には

日々がんばりながらも、「自分たちの給料が上がっ

てしまうとそれが保険料や利用料に跳ね返って、結

局高齢者が困るのも気の毒」と、安い給料なのにま

だ遠慮しながら働いているという若い人たちも多

くいます。 
今回、この介護職員処遇改善交付金が介護保険の財

源の中に組み込まれるのか、それとも一般財源の中

からなのか、私どももこのことは大変注目をしてい

ます。この間の統計でも、サービス種別によっては

経営改善になったというようなデータも出されて

おりましたが、このテーマで少しお伺いしたいと思

います。 
 
◇：財源の問題はもちろんあるでしょうが、厚労省と

して介護職員処遇改善交付金の措置について、次年

度以降も引き続きおこなっていくのかどうかとい

う点をまずはお聞きしたいと思います。 
併せて、私たちの職種というのは他業種と比べて年

収が平均で３分の２ほどしかなく、そうした条件の

中で４Ｋ・５Ｋと言われるような仕事を日々おこな

っています。中には、「高齢者介護をやりたい」と

いう強い志を持って入職してきた方々が、実際に働

いて「これでは生活がしていけない」と徐々に離職

していくということも依然続いています。 
この交付金の制度は今後も続けてもらいたいと思

っていますが、しかし、これが介護報酬の中に組み

込まれてしまうと、一割の自己負担の問題が生じ、

お金の問題ですからご利用者との間でも亀裂が生

じかねないと思っています。ですので、単にこの制

度を廃止して、介護報酬の引き上げとするような措

置ではなく、ぜひ別枠で公費の負担をおこなって続

けて欲しいとお願いしたいと思います。 
 
◆：交付金についてですが、ご存知のようにこの制度

は２１年度の１０月からはじまり、同じく２１年度

に介護報酬の改定がおこなわれて、これまでより２

万４千円ほどの賃金の改善効果が出ているところ

です。今後も職員の処遇改善についてはおこなって

いく必要があると考えていますし、効果を維持する

ことは重要ですが、いま現在のところでは、半数の

交付金の支給が一時金によるものとなっており、継

続性が弱い点などを踏まえて、方策を検討する必要

があると考えています。現行の介護職員処遇改善交

付金については２３年度の末で終了してしまいま

すので、２４年度以降具体的に処遇改善をおこなっ

ていくかについては、予算の編成がありますのでそ

の検討過程で考えていきたいと思っております。 
具体的にどうしていくかにつきましては、交付金に

よる交付もありますし、報酬に入れてあげる方法も

ありますし、いろんなメリット・デメリットが考え

られますので、正にいまその点について検討を重ね

ているところです。介護報酬を使っておこなう場合

については、保険料に跳ね返ってしまうということ

もありますし、まずは事業所に入るお金となってし

まうので、直接職員さんの手元に届かないというこ

とも考えられますので、それを確実に職員の給与や

賃金改善にあたるような方策になるように検討し

ているところで、今後介護保険部会等でその辺りを

検討するかと思います。 
 
□司会：厚労省自体はどのようにしたいとお考えなの

でしょうか？ 
 
◆：処遇改善をする必要はもちろんあると思っていま

すが、財源がやはりどうしても足りない部分があり

ますので、すべて交付金でみるというのも難しいか

なと思います。方法としては、私がいま「こうで

す！」というような内容でお伝えすることができま

せんが………。現在、有識者等をお呼びして部会な

どで話し合われて、一番いい方法でおこないたいと

思っておりますので。 
 
□司会：この問題にはいろんな議論があるかと思うの

ですが、当初は処遇改善をおこなうための額が足り

ないので交付金を設けるという考えではじまった

と記憶しています。当時、厚労省が「足りない」と

いう認識をして交付金をはじめたわけですから、今

後も足りるように運営をしていく介護保険制度に

していく必要性があるのではないかということが

まず一点。そうした意味では、ただ交付金を続ける

ということではなく、介護保険という一つの箱の中

で責任を持って充足できる仕組みをつくっていく

ことが必要ではないかと思うのです。 
反対に、介護保険では足りないというのであれば、

制度内ではやりくりできないものだったというこ

とを認めて、今後は税と一体改革という形でおこな

うということを言わなければならないのではない
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かと思うのですが。 
本当に大事なことは、現場職員さんの給料を上げら

れる財源が、一時的にではなく、将来も展望できる

ようなものとして続けていくことだと思いますの

で、厚労省としてその部分を指し示していただけれ

ばありがたいと思っています。 
それと、今回の署名項目の内容には入れておりませ

んが、現場の処遇改善のところで医行為にかかわる

ことについての発言を、今日はせっかく若い職員も

参加をしておりますので発言させていただきたい

と思います。 
 
◇：医行為の研修のことですが、当初１４時間の設定

で研修が組まれていたと思うのですが、最近になっ

て５０時間の研修と言うことで内容が変わりまし

たよね？それが提案なのか決定事項なのかもまだ

わかりませんが、研修内容についても少し幅が広が

ったようにも思いますし、指導看護師の研修時間も

増えたと記憶しています。現場の中では研修に送る

ことが難しいという声はすでに厚労省にも届いて

いたかと思うのですが、来年度まであと半年しかな

い中、その中で敢えて方向性を広げていくというこ

とでより現場に混乱を招いていると思いますし、無

理に近いのではないかとも感じています。 
当初、介護職が一部の医行為をはじめるということ

にあたっては、介護職と看護職の連携ということが

基本にあったと思います。今日の冒頭で配置基準を

あげるのは難しいというお答えがありましたが、医

行為をおこなうにあたっては看護職員の数が増え

なければ実際難しいのではないかと思っています。

この問題について厚労省がどのようにお考えかを

教えていただきたいと思います。 
 
◇：広域連合傘下の特殊な地域で１２の施設が集う会

合があり、そこの会長をしておりますが、この医行

為の１４時間の研修の話が出た時点ですでに「やれ

ない」という意見が多く出されたのです。今度の５

０時間の研修についてはすでに決まった内容かと

は思いますが、どういうふうにすればできるのか…

これについて率直に教えて欲しいと思います。 
 
◆：今日はあらかじめこのような話が出されるという

予定では聞いておりませんでしたので、本日はこの

ことについて明確なお答えはできませんが、これに

ついては持ち帰って返答をさせていただきたいと

思います。 
 
◇：少し私の施設の話をさせてもらいますが、研修を

おこなうためにうちの看護師さんに監修してもら

って、厚労省から出されている医行為に関する学習

資料やＱ＆Ａ集などをダウンロードして冊子にし

たらこのような厚さの資料になったのです。（※厚

さ１.５～２㎝の分厚い冊子を持参） 
この内容を教えるために看護師さんは一生懸命準

備をしておりまして、そのための超勤手当ても出さ

なくてはなりませんし、研修を受ける職員さんたち

の手当ても出さなくてはなりません。職員が次々入

れ替われば、またその度に教えなくてはならず、こ

れを受けなくては夜勤にすら入ることができませ

んから、新人さんを一人前にするための時間がすご

く長くなるのです。 

こうしたことを一つひとつの施設が地道に取り組

んでいて、しかも報酬単価も何も上がらない中で続

けていかなければならない。こうした実態はぜひ厚

労省の方にも実際に知っておいていただきたいこ

とですし、本当に現場は大混乱になっています。こ

うした混乱を招いてまで医行為の一部を介護職員

がおこなう必要性があるのか…？率直に現場に看

護師の配置を増やしたら済む問題ではないかとも

思うのですが、こうした実態を厚労省の方にも知っ

ていただきたいので発言をさせていただきました。 
 
□司会：それではすでに時間を超えておりますので、

４番目の項目に移っていきたいと思います。 
 

◇：金沢市が自治体の事業計画をつくるということで、

来年度からの事業計画策定に向けて市民フォーラ

ムを９月に開催したのですが、開催の周知もあまり

されないまま、私たちの施設にも法人に一通だけ案

内が届き、地域の方などは新聞広告で見たという程

度で、どこでいつ開催されるのかがわからない状態

で準備がおこなわれていました。 

そこに参加された地域の方は、「国は在宅・在宅と

言うけれども『最後はここに行ったら大丈夫だ』と

いう施設があるからこそ安心して地域で過ごせる」

とおっしゃっていました。同じように参加された数

人からも「在宅だけで２４時間最後までと言われて

も安心できない」という感想が聞かれました。 
うちの特養でも待機者の方は本当に減らないんで

すね。待機している間にお亡くなりになって、「申

込をしましたが亡くなりました」と連絡が来るので

す。いま困っているという状況があるからこそ申込

に来られたはずなのに、そして、その困っている方

のための介護保険制度だと思うのですが、実態はな

かなか厳しいですし、そうした意味でも特養の緊急

整備については喫緊の課題ではないかと思います。 
特養の申込に来られたご家族が、施設の相談員に

「そんなにたくさん待っているんですね。でしたら、

もうあなたの顔も見ることはないですね」と言われ

たことがあり、非常に落ち込んだということもあり
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ました。何ヶ月・何年待ったら入れるということも

ご家族にまったくお答えすることのできない現実、

こうした実態を厚労省はどのように掴んでおられ

るのかお聞きしたいと思います。 
また、来年度からの改定で出されているサービス付

高齢者住宅、これについて本当に２４時間・３６５

日、輪切りでなく切れ目のないサービスが可能なの

か、そこが不透明で非常に不安に感じています。 
最近、新聞広告のチラシで不動産会社などからの案

内も多く入ってきますが、有料老人ホームではなく

＜シニア向け住宅＞と銘打った折込が非常に増え

ています。広告の下の方に「介護相談窓口もあるの

で介護保険も使えます」と小さな文字で書かれてい

るのですが、お金を持っているお年寄りはどれだけ

でも多くのお金を使って住まいを確保することが

できるでしょうが、うちの特養でも入居されている

方の３分の２が減免を受けておられますし、国民年

金しかもらっていない方々がサービス付高齢者住

宅に入れるのかといえば、金額の時点ですでに無理

なのではないかと思うのです。この辺りの金額の問

題を含めて、お年寄りがどんどん喰いものにされて

いる現状といいますか、介護というものがどんどん

商品化されている、こうした現状を厚労省ではどの

ようにお考えになっているのかお伺いできればと

思います。 
 
◇サービス付高齢者住宅については、自治体の職員に

話を聞いても、「特養であれば住所地特例があるが、

サービス付高齢者住宅の場合はそれがないので、自

分の街に多く参入してきて在宅サービスを使いは

じめたら大変なことになるのではないか」という話

もされていました。また、昨今では寝たきりの人だ

けを抱え込んで住居にするような高齢者向けの悪

質な住宅などもありますし、これについては非常に

リスキーな制度ではないかと思っているのですが、

こうした点についてお答えいただければと思いま

す。 
 
◆：これについては担当が全国会議をおこなっており

まして不在ですので、代理でメモを読み上げる形に

なりますが代読をさせていただきます。私自身も事

業の内容を把握しておりませんので申し訳ござい

ません。 
高齢者の生活や人権を守るための法的規制につい

ての答えですが、高齢者が安心して暮らすことがで

きるよう、サービス高齢者向け住宅の登録制度では、

入所者保護の観点から登録用件や登録事業者に対

する遵守義務を設定するとともに、登録主体である

と都道府県知事による監督処分について定めてい

るところであります。具体的には、竣工前の家賃等

の前払い金の徴収禁止、権利金・礼金の受領禁止、

家賃等の前払い金を受領する場合の根拠や返還ル

ールの明確化や保全措置の実施などを登録用件に

することによって、退去時の前払い金の返還問題に

よって高齢者が困ることがないようにする他、入居

者の長期入院を理由とした事業所からの一方的解

除も禁止しています。また、登録時業者の遵守義務

として、誇大広告の禁止、登録事項の公示、入居契

約締結前の登録事項説明などを義務付ける。具体的

に提供されるサービス内容は入居者に事前に示さ

れるほか、入居契約どおりのサービス提供も義務付

け、入居者の保護をはかっているところであります。

さらに、登録事業者が登録基準や遵守義務に違反す

る場合に備えて、都道府県知事による報告徴収や立

入検査、是正指示、登録取り消しと言った監督処分

についても定めているところです。このほか、登録

を受けた有料老人ホームについては、高齢者住まい

法に基づく指示や登録取り消しのみならず、老人福

祉法に基づき、都道府県知事が改善命令をおこなう

ことも可能である。これらの制度を背景として、登

録住宅において悪質な業者等を排除し、高齢者の保

護をはかってまいりたいという回答を預かってき

ております。 
 
◇：有料老人ホームは老人福祉法の制度でおこなうと

いうことはわかるのですが、それ以外のあらたな住

まい法に基づくサービス付きの住宅の場合は、いわ

ゆる住まい法の部分となり、老人福祉法の関与はな

いという理解でいいのでしょうか。 
 
◆：私は代理で来ている立場上、何も把握していない

ものですから…。 
 
◇：前のコムスンの時もそうですけれども、いわゆる

事後規制が中心になってくると、被害を受けてから

是正されるということになるわけですし、被害を受

けるのは高齢者なわけで、資産もあまりない、もし

くは資産を使い果たしてそこに入所しているとい

うケースも多いと思うのです。老人福祉法の適用が

ある場合だとまだいいのですが、そうでない住宅の

ケースでは、事業者自身がトラブルを起こしたとき

などに撤退と言う問題が起きたりして、そういった

ことについて国や自治体が関与できないのではな

いか、それを高齢者が当事者として問題解決をはか

れといわれても大変なことだなと感じています。そ

の辺りの部分が充分でないように思っています。 
あとは、値段が高いですよね。これからもっと安い

ところも出てくるのかもしれませんが、東京などで

すと介護保険を使わなくても２０万を超えるよう

な、それくらいの費用が月額設定になっています。
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ご自分の自宅を売ってその資金で入居するという

方法であれば使えるでしょうが、この金額では非常

に厳しいのではないかと思います。支払えない人た

ちの場合は「たまゆら」しかないのか…。高齢者の

かなりの部分を占めている所得の低い方たちのこ

とをどのように考えていくのか、費用自体の問題に

してもそうした視点が欠落しているのではないか

と危惧しています。 
 
◆：申し訳ありません。代理で来ておりますので発言

できることが何もなくて…すみません。 
 
◇：すみませんが、前半部分の意見について、何かメ

モがあるのであれば代読いただけませんか？ 
 
◆：特養のことにつきましては、国としましては平成

２１年度の補正予算におきまして、各地域において

将来必要になってくる介護施設や地域の介護拠点

を緊急に整備するために、各都道府県に基金を設置

したところです。この基金の中に地域密着型の特別

養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等

の助成単価の大幅な引き上げを実施しております。

たとえば小規模の特養で言えば、従来の補助単価は

１床あたり２００万の交付金で補助していたとこ

ろ、２１年度当時設置した基金で３５０万円という

補助をおこなったところです。また、先日補正で単

価アップを図っておりまして、３５０万を４００万

に引き上げたところでございます。ほか、施設の円

滑な開所に資するため、開設準備経費の補助の創設

もおこなっており、これらのことも含め平成２１～

２３年度の３年間で１６万人分を目標に介護基盤

の緊急整備をいま現在はかっているところでござ

います。 
 
◇：今のお話をお聞きしても、小規模多機能や地域密

着型の特養など、いわゆる特別養護老人ホームでは

ない形でしか今後の方向性がないということも感

じたのですが、小規模多機能などの制度ができても、

それがなかなか拡がらない背景には、私どもは建て

る時ももちろん大変なのですが、運営してペイして

いかなくてはならないということがあります。こう

したことが事業者が二の足を踏む要因になってい

るのではないかと思います。このような点を改善し

ていけばもう少し事業も増えていくのではないか

と思いますが、本論を外れたことですので感じたこ

ととして発言させていただきました。 
 
□司会：それでは最後に２番と３番の項目に移ってい

きたいと思います。 
この間、保険料などが改定のたびに上がっていき、

食費・居住費も必要になり利用者の負担は膨れあが

る一方となっていますが、私どもとしては、すでに

高齢者が安心して利用できるレベルを超えた金額

になっているのではないかと認識しています。この

まま続いていけば、たとえば税との一体改革でおこ

なうと言っていても、負担割合自体を変えていかな

ければ、国民は負担だけが相当膨れ上がっていくの

ではないかと思います。 
おそらく国も限界だと感じていて、だからこそ埋蔵

金を使ってこれ以上使わないように工夫を…とい

う話になっているのではないかと思うのですが、こ

の今の負担割合の仕組みがある以上、負担は増えざ

るを得ない、あるいは給付は減らさざるを得ないの

ではないかと思います。厚労省としてはそうした認

識はありませんか？という質問が一点です。 
もう一つは、要介護認定という制度について、これ

はサービスの上限を決めるための仕組みでしかな

く、私たちとしては廃止すべきではないかという認

識です。これについては＜介護保険の根幹部分でも

あるためなくすことはできない＞といった回答も

いただいていますが、私たちは不要だと思っていま

す。 
それと、この要介護認定については、最初のころに

は認定にかかる費用がどれくらいというデータが

出ていましたが、最近はこのことに要する費用はほ

とんど明らかになっていません。これについてはど

のくらいかかっているのか、調べているのか調べて

いないのか、これらについてお答えいただきたいと

思います。 
 
◆：まず公費負担の割合についてですが、引き上げに

ついては、介護保険制度が社会保険制度であること

を踏まえて、主たる財源は保険料で賄うべきだと考

えております。また、他の社会保険制度との均衡や

国・地方の厳しい財政状況を考えた場合、負担の割

合を引き上げることについては率直に検討する必

要があるのかなと考えております。 
また、今後とも高齢化の進展によって介護給付費の

増大が見込まれてしまうので、将来に渡って介護保

険制度の持続可能性を確保していくためには、国民

のみなさまの合意を得ながら、給付の効率化や重点

化に取り組んで保険料や公費などによる財源の確

保について議論が必要かと考えております。負担の

引き上げについては以上です。 
 
◆：それでは続いて二点目についてですが、要介護認

定というのはおっしゃる通り制度の根幹をなすも

のでございまして、仮に廃止をしたとなると全国一

律の基準がなくなってしまう、そういった状況に陥

ってしまいます。そうなると、たとえば場合によっ
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てはサービスを無制限に利用するというようなこ

とも考えられますので、要介護認定の制度を廃止す

ること自体は考えられないと思っております。 
あと、認定にかかる費用についてですが、いま現在

主治医意見書や認定調査、審査会にかかる費用とい

うのが具体的にどうしても全国一律ではありませ

んので、いま現在全国でどれくらい費用がかかって

いるかということは算出が難しい状況かと思われ

ます。おそらくこのパンフレット書いてあります５

００億円という数字も、要介護認定は年間５００万

件発生しておりますので、おおよそ１件あたり１万

円、だいたいこれくらいの費用になるかと思うので、

そこから出された数字ではないかと思います。しか

し、現状としては幾らかかっているかについては把

握しておりません。ただ、要介護認定にかかる事務

が年々申請件数も増えているということもありま

すので、事務負担の軽減と言う意味で今年度４月１

日から有効期間を一部の区分において延長なども

しておりまして、今年度も事務軽減の拡充・研究な

どもしているところですので、介護認定にかかる費

用の抑制は考えているところです。 
 
□司会：要介護認定の費用がどれくらいかかっている

かということについては国民の知る権利もありま

すし公表すべきではないかという意見として受け

止めていただきたいと思います。 
それから、仮に廃止をして全国一律の基準がなくな

ってしまうと、サービスを無制限に使うという話が

ありましたが、今日の冒頭に話をした予防給付から

総合事業に移行するという件については、これはま

さに全国バラバラのサービスにしていくことを推

奨したわけですから、ここには大きな矛盾があるの

ではないかと思います。 
もし一律の基準を求めるのであれば、総合事業につ

いても最低限これくらいのことが必要であるとい

う全国一律の縛りをかけておかなければならない

のではないでしょうか。たとえば事業をおこなうた

めにこういった条件が必要であるとか、そのための

財源はこのようにしなさいとか、職員の最低人員は

このくらいが必要であるとか、そういったナショナ

ルミニマムを総合事業の中にもつけるべきではな

いか、そうでなければ今の話との整合性がつかない

のではないかと思います。 
 
◇：いつの介護保険部会でしたか、この件が議論にな

った時に、仮に要介護認定がなくなったとしても１

０年間制度を続けている中で、いわゆる介護給付の

部分がたとえば１００％とか８０％になっている

わけではなくて、相変わらず４０～５０％のところ

で推移しているわけですから、ケアマネージャーの

プランさえしっかりしていれば、先ほどのご心配の

ようなことはないのではないかと言うことが話さ

れたことがありました。 
また、平成１８年の改定の際、適正化の流れの中で、

コンピューターでケアプランの適正・不適正のよう

なチェックができるというような話が一時期あり

ましたが、尋常ではない給付額の大きなケアプラン

などを、保険者である自治体がチェックできるよう

にしておけば、先ほどのような心配はないのではな

いかと思うのです。そうすれば、かえって認定にか

かる経費をもっと別のところに振分けることがで

きるということが部会の意見でも出されていたと

記憶しています。 
これについては、昔から委員をされている方がすご

い剣幕で罵倒するように批判を述べていたことを

議事録で読みましたが、その辺りにこだわりすぎて

いるのではないか、１０年も続けているのですから

そろそろ見直すべき時期に来ているのではないか

と思います。 
また、先ほど費用については把握していないという

回答をしておられましたが、それこそ５００億円と

いう費用があるのですから、そのお金があれば厚労

省としてもより有効に使えるのではないかという

気がしています。私自身も認定審査会に入っており

ますが、現場で直接利用者に接して認定を下してい

るわけではありませんし、意見書も医師によっては

相変わらず充分書き込まれていない中で判断せざ

るを得ないということもありますし、抜本的に見直

すほうがお金の効率的で有効な使い方になるので

はないかと思います。 
 
□司会：当初は４０分という予定でしたのに長々と聞

いていただいて本当に申し訳ございません。今日は

ここに書いていないこともたくさん述べてしまい

ましたがありがとうございました。この署名が集ま

りましたらまた１２月には届けに参りますので、よ

ろしくお願いいたします。 
 
 

以上 


